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大津市では多子世帯の子育てに対する経済的負担を軽減することで安心して子育てができる環境を整備するため、大津

市立の中学校に通う第３子以降の学校給食費の免除を実施しております。 

令和８年 4 月からの第 3 子以降の学校給食費の免除について、下記のとおりご案内いたします。 

なお、学校給食費の免除を希望される場合には、下記の要件をご確認の上、申請書を提出して 

ください。 

（注意）申請書の提出は毎年必要です。 

令和８年 4 月より小学校の学校給食費の自己負担はありませんので、小学校の第 3 子以降の給食費の免除は廃止します。  

                                                      

■対象となる保護者について  

令和８年４月時点で、次の①から④の全ての要件を満たしている保護者の方が対象となります。 

① 同一世帯で、２２歳以下の子を３人以上（※１）養育（※２）している。 

※１ ２２歳以下の子を 3 人以上とは、２００４（平成１６）年４月２日生まれから２０１４（平成２６）年４月

１日生まれまでの子が 3 人以上いること。 

※２ 養育とは、子が保護者の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその子が日常の生活水

準を維持することができない場合をいいます。 

（例） 他県で一人暮らしをしている大学生で、保護者が仕送りや家賃を払っている場合 

 就労しているが、同居しており保護者が食事や身の回りの家事をしている場合など。 

② 第３子以降の子が、大津市立中学校の生徒で学校給食の提供を受けている。 

③ 生活保護（教育扶助）や就学援助で学校給食費の支援を受けていない。 

④ 納付すべき学校給食費に滞納がない。 

免除の対象となる生徒の具体例   ( )は年齢 ◎確認書が必要な子      免除対象の子のカウント方法 

例 第１子 第２子 第３子 第４子 第５子 免除対象となる児童生徒 

① ◎大学生(20) ◎高校生(16) 中学生(14)   中学生(14) 

② 
◎勤労者(22) 

※ 
◎高校生(18) 中学生(15) 中学生(13) － 中学生(15)、中学生(13) 

③ 高校生(18) 高校生(16) 私立中学生(14) － － 該当者なし（私立は対象外） 

④ 大学生(23) ◎無職(1７) 中学生(1５) 中学生（13） 小学生(１０) 中学生（13） 

⑤ 中学生(13) 小学生(6) 未就学児(３)   該当なし 

    ※②の「勤労者(22)」は、保護者に養育されている場合のみ該当します。自立している場合は対象外です。 

 

■申請方法について  

①「大津市第３子以降の学校給食費免除申請書（様式第１号）」に、記入例を参考に必要事項を記入してください。

（申請書は市ホームページからダウンロード、もしくは、学校給食課へご連絡いただければ郵送します。） 

②保護者が大津市立以外の中学校に通う生徒及び１６歳から２２歳までの子を扶養している場合は、「扶養状況・生計

費の負担についての確認書（様式第２号）」を必ず添付してください。 

③申請書の通学先と学年欄は、令和８年４月からの予定通学先及び新学年もしくは未定とご記入ください。 

 

※申請書の記載については、二次元コードより市ホームページにある記入例をご参考にしてください。  

 

                                                                

 

（裏面あり） 

 

令和８年度 中学校の第３子以降の学校給食費の免除について（ご案内） 

 

 



 

■年度途中の申請について  

 ① 申請は随時受付しています。次のような場合は、申請書を提出してください。 

     例：市外から転入してきた場合、扶養する子が増えた場合、生活保護や就学援助が廃止になった場合など 

 

②  免除の適用は、申請書の提出が２日から翌月１日までにあった場合、翌月１日から翌年 3 月 31 日まで免除します。

申請が遅れた場合、免除期間が短くなる場合がありますので、ご留意ください。 

【注意】申請日から遡って免除になることはありません。 

 

№ 申請時期 免除開始日 

１ 令和８年 3 月 2 日 ～ 同年 4 月 10 日 令和８年 4 月 1 日から免除 

２ 令和８年 4 月 11 日 ～ 同年 5 月 1 日 令和８年 5 月 1 日から免除 

３ 令和８年 5 月 2 日 ～ 同年 6 月 1 日 令和８年 6 月 1 日から免除 

  

■申請書の提出先 

  学校給食課（直接提出、もしくは、郵送でお願いします。また、土日祝は郵便のみ受け付け。） 

【郵送される場合】  

〒520-8575 大津市御陵町３番１号 大津市教育委員会  学校給食課 

① 封筒の表面に「第 3 子免除申請書在中」と記載してください。 

② 不着、遅延等について、本市に申請書が届いているか確認を希望する場合は、特定記録郵便、簡易書留で郵送してくださ

い。市役所に届いた日が受付日となります。      

【お願い】 中学校や支所（市民センター）に提出しないでください。 

 

■決定通知書の発送について  

申請の受付後、審査の結果を記載した決定通知書は、学校給食課から郵送いたします。 

〇申請書の提出から１ヵ月程度で郵送予定（書類に不備がなかった場合） 

 

■免除期間中に、世帯の状況に変更が生じた場合  

免除が決定した後、申請書に記載した内容に変更が生じた場合（扶養している子の人数に変更が生じた場合など）

は、速やかに「大津市第３子以降の学校給食費免除状況変更届」をご提出していただく必要がありますので、学校給食課

までご連絡ください。 

（「大津市第３子以降の学校給食費免除状況変更届」は市ホームページからダウンロードできます。） 

 

※その他ご不明な点等がございましたら、下記の問い合わせ先へご連絡ください。 

 

 

【お問い合わせ先】 

〒520-8575  大津市御陵町３番１号 

大津市教育委員会事務局 学校給食課 

電話：077-528-2636 

MAIL：otsu2412@city.otsu.lg.jp 


